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2019年2月7日のIASB会議のハイライト

• IASBは、2018年10月のIASB会議において考え得る修正として識別された25件の懸念事項の分析を継続した。10月の会議
では、考え得る修正の要件についてすべてのメンバーが合意していた。

• 本会議の一連のアジェンダ・ペーパーには、4件の懸念事項が含まれていた。2件については、修正が承認された。

• IASBは、IFRS第17号およびIFRS第9号の適用範囲を修正した。この修正により、契約に含まれる保険が、当該契約によって
創出される一部またはすべての義務の決済のみから生じる場合、そのような保険契約は、IFRS第9号で会計処理するものとして
指定することが可能となる。

• IASBはまた、保険契約が取得される前に発生した保険金の決済に関連する負債について、IFRS第17号の 経過措置の要求事
項を修正する。具体的には、修正遡及アプロ―チに特定修正を加え、そうした負債を企業が発生保険金に係る負債に分類するこ
とを要求する。

• 残りの懸案事項である項目No.2「集約レベル」は、2019年3月のIASB会議でカバーされる予定である。その際、一般モデルが
適用される契約に対するリスク軽減の選択適用に関する論点も議論される予定である。
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重大な保険リスクを移転する貸付金

• IFRS第17号は、 契約の発行企業の種類に関わらず、一部の例外を除いて、IFRS第17号で定義されるすべての保険契約に適
用される。

• IFRS第17号は、特定の分離規準が満たされない場合、保険契約から非保険要素を分離することを禁止している。

• 別個でない非保険要素の分離を認めることは、情報の有用性を低下させ、企業間における比較可能性の低下をもたらす可能性が
ある。

• 利害関係者は、IFRS第17号により、重大な保険リスクを移転する一部の貸付金が、その全体を保険契約として会計処理すること
が要求される点に懸念を示した。例えば、死亡時に返済が免除される貸付金、貸出期間が一生涯にわたる貸付金、返済金額が将
来の収入によって左右される学生ローン等は、すべてこのカテゴリーに含まれる。

• 利害関係者は、こうした契約を発行する企業が、IFRS第17号を適用するために不要なコストを負担しなければならないことを懸
念している。

• 利害関係者はまた、これらの契約については、その一部またはすべてをIFRS第9号を適用して会計処理することがより適切であ
ろうと考えている。

審議会はIFRS第17号およびIFRS第9号の適用範囲を修正して、契約から生じる保険が、当該契約によって創出される一部ま
たはすべての義務の決済のみから生じる場合に、IFRS第17号またはIFRS第9号のいずれかを適用できるようにすることに同

意するか？

1—IFRS 17の適用範囲 | 保険リスクを移転する貸付金およびその他の信用供与
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重大な保険リスクを移転する貸付金

• スタッフは、契約によって創出される一部またはすべての義務の決済のみからリスクが生じる保険契約について、IFRS第17号を
適用するには重大なコストが生じるが、それに見合う便益が無いかもしれないことを認めた。そのような契約にIFRS第9号を適用
することは、財務諸表の利用者に有用な情報を提供するであろう。

• スタッフは、IFRS第17号の修正方法として、以下の可能性ある方法を検討した。

• アプローチ1 – 保険契約から貸付金を分離する

• アプリ―チ2 – 契約によって創出される一部またはすべての義務の決済のみからリスクが生じる保険契約をIFRS第17号の適

用範囲から除外する。

• アプローチ2A – IFRS第17号の適用範囲からそのような契約を除外する要求事項

• アプロ―チ2B – そのような契約にIFRS第17号またはIFRS第9号のいずれかの適用を認めるオプション

• スタッフは、特定の保険契約の母集団に、IFRS第17号またはIFRS第9号のいずれかの適用を認めるようにIFRS第17号を修正
することは、比較可能性を不当に損なうことなく、利害関係者の懸念事項および適用上の課題に対応できることに留意した。

• スタッフは、アプローチ2Bを審議会に提案した。

• 経過措置および開示に関する要求事項との関連事項については、将来の会議で検討される予定である。

• 審議会は、ポートフォリオ・ベースで基準を修正するというスタッフの提案に、賛成13人、反対1人で、暫定的に同意した。

1—IFRS 17の適用範囲 | 保険リスクを移転する貸付金およびその他の信用供与
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経過措置 – 選択制と比較情報

• 企業は、実務上不可能な場合を除いて、IFRS第17号を遡及適用することが要求される。

• 完全遡及適用が実務上不可能な場合、IFRS第17号では、修正遡及アプローチまたは公正価値アプローチのいずれかを選択す
ることを認めている。この選択は、グループごとに行われる。

• 利害関係者は、異なる移行アプローチの選択制および利用可能性によって、移行日後、潜在的には長年にわたって、企業業績の
比較可能性が低下し、一部の保険契約グループについて、トレンド情報が失われる結果となる可能性があるとの懸念を示した。

• 経過措置の修正は、IFRS第17号の導入を不当に混乱させる可能性があるため、2018年10月のIASB会議にて決定された
IFRS第17号の要件を満たさない可能性がある。経過措置に係る要求事項は、経過措置のアプローチに関して審議会が受領した
過去のフィードバックに基づいて開発されている。

• IASBスタッフは、IFRS第17号の経過措置の要求事項に含まれる選択制を低下させるような修正を行わず、IFRS第17号の経
過措置の要求事項を維持すべきであると結論付けた。

• 審議会では、基準を修正しないというスタッフの提案に、すべてのメンバーが暫定的に同意した。

審議会はIFRS第17号の経過措置の要求事項に含まれる選択制を低下させるような修正を行わず、IFRS第17号の経過措置の
要求事項を維持することに同意するか？

23—経過措置 | 選択制
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経過措置 – 選択制と比較情報

• IFRS第17号では、移行時に、適用開始日の直前事業年度における保険契約について、比較情報を修正再表示することを要求し
ている。

• IFRS第17号では、より古い表示期間のいずれについても、IFRS第17号を適用して修正した比較情報を表示することができるが、
要求はされない。

• 一部の利害関係者は、IFRS第17号の発効日までの導入期間が不十分であることを懸念し、審議会が、IFRS第17号の適用時
に、修正した比較情報を表示しないことを企業に認めるように提案した。

• 一部の利害関係者は、保険契約に関する比較情報を修正再表示するが、金融資産を修正再表示しない財務諸表は、過年度およ
び当期の両方において、企業の経済的環境および取引に関する利用者の理解を歪める可能性があることに留意した。

• 比較期間においては、保険契約と関連する金融資産との間で、会計上のミスマッチが報告される可能性がある。比較期間に報告
される金融ポジションの純額および利益は、当期に報告される金額と比較できない可能性がある。

• 一部の利害関係者は、IFRS第9号の経過措置に関する要求事項を適用して比較情報を修正再表示する別のアプローチにも留
意した。

23—経過措置 | 比較情報

審議会は、IFRS第17号の適用開始日の直前事業年度における保険契約について、比較情報の修正再表示を要求するIFRS第
17号の要求事項を維持すべきである、とすることに同意するか？
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経過措置 – 選択制と比較情報

• IASBスタッフは、 既に審議会がIFRS第17号の発効日を1年延長する暫定決定を行ったことに留意した。これにより、比較情報
の準備にも更に1年の猶予を企業に与えることになる。

• 審議会が、金融資産については比較情報の修正再表示を要求しないが、保険契約については比較情報の修正再表示を要求する
と決定した理由は、依然として妥当である。IASBスタッフは、企業が以下を行えることに留意した。

a) 事後的判断をせずに実行可能であれば、IFRS第9号の適用時に比較情報を修正再表示することが認められるが、要求はさ

れないため、会計上のミスマッチを避けることができる。

b) 事後的判断をせずにIFRS第9号を適用するために、これから必要な情報の収集を開始することができる。

• IASBスタッフは、IFRS第17号を最初に適用する際、修正された比較情報を表示しないことを企業に認めると、財務諸表の利用
者にとっては複雑性を増加させ、結果的に有用な情報を著しく損なうことになると考えた。

• IASBスタッフは、IFRS第17号を修正すべきではないと提案した。

• 審議会では、基準を修正しないというスタッフの提案に、すべてのメンバーが暫定的に同意した。

23—経過措置 | 比較情報
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経過措置 –リスク軽減オプションと移行時のその他の包括利益累計額

• IFRS第17号は、変動手数料アプローチ（VFA）で会計処理される保険契約にヘッジ会計の方法を取り入れた。これは、「リスク軽減オ
プション」と呼ばれる。最初の議論は、2018年12月および2019年1月に行われている。

• IFRS第17号では、IFRS第9号のヘッジ会計に係る経過措置と整合的に、事後的に判断されるリスクを避けるために、基準の適用開
始日から将来に向けてリスク軽減オプションを適用することを要求している。

• 利害関係者は、過年度からのリスク軽減活動を反映しないCSMは、移行時における企業の資本および将来期間に当該グループに
ついて認識される収益を歪める可能性があると懸念している。

• 利害関係者は、審議会が、以下のいずれかの方法で経過措置に係る要求事項を修正すべきであると提案した。

a) リスク軽減オプションを完全遡及適用すること、または適用開始日ではなく、移行日から将来に向けて適用することを認める
b) 事後的判断をすることなくIFRS第17号の要求事項を満たすことを立証できる場合に、リスク軽減オプションを遡及適用する選択

肢を企業に認める。
c) 上記の(b)と類似しているが、事後的判断をすることなくIFRS第17号の要求事項を満たす場合、リスク軽減オプションを使用する

ことを企業に義務付ける。

審議会はIFRS第17号への移行時におけるリスク軽減オプションの遡及適用禁止に関するIFRS第17号の要求事項を維持すべ
きであることに同意するか？

8—測定 | CSM: リスク軽減オプションの限定的適用—経過措置
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経過措置 –リスク軽減オプションと移行時のその他の包括利益累計額

• スタッフは、事後的に判断せずリスク軽減オプションを遡及適用することは、以下の理由から困難であることに留意した。

a) 企業は、軽減リスクについて、純損益に認識したであろう金額を決定しなければならない。
b) 本来将来に向けて適用されるオプションを遡及適用することは、「つまみ食い的に選択する」機会をもたらす。
c) IFRS第9号のヘッジ会計の要求事項との間で、正当化できない不整合が生じる。

• IASBスタッフは、リスク軽減オプションの遡及適用において事後的に判断することは、リスク軽減活動に係る情報の価値を著しく減

少させることに留意した。

• リスク軽減オプションの将来に向けた適用は、最も中立的な方法で経営者の意思決定を反映しており、したがって財務諸表の利用

者に最も有用な情報を提供する。

• スタッフは、影響に関する事後的に判断してリスク軽減オプションをどの関係に提供するかを選択することを企業に認めることにより、

移行時のCSM金額、ひいては純損益に認識される将来利益を効果的に選択することが可能となる点に留意した。

• スタッフは、IFRS第17号で財務諸表の利用者に提供される有用な情報が大幅に喪失される結果となることから、審議会が、リスク

軽減オプションの遡及適用の禁止に関するIFRS第17号の要求事項を維持すべきであると提案した。

• 審議会は、基準を修正しないというスタッフの提案に、賛成13人、反対1人で、暫定的に同意した。IASBスタッフは、追加リサーチ

を実施し、将来の会議に本論点を再提起する予定である。

8—測定 | CSM: リスク軽減オプションの限定的適用—経過措置
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経過措置 –リスク軽減オプションと移行時のその他の包括利益累計額

• 保険者が保険金融収益または費用を純損益とOCIに分解することを選択する場合、特定の状況においては、OCIに認識した保険
金融収益または費用の累計額を移行日現在でゼロとして決定することが認められるか、または要求される。

• 保険者は、遡及アプローチを適用するための合理的で裏付け可能な情報を有していない範囲でのみ、特定修正を適用することが
認められる。

• 利害関係者は、IFRS第17号の経過措置の要求事項を適用する結果として、関連する資産に関するその他の包括利益累計額が
セロでないにもかかわらず、 その他の包括利益に認識した保険金融収益または費用の累計額をゼロとして決定することにより、
IFRS第17号への移行時に資本の部を著しく歪める可能性があるとの懸念を示した。

審議会はIFRS第17号への移行時にその他の包括利益に含まれる累計額に関して、IFRS第17号の要求事項を維持すべきであ
ること同意するか？

25—経過措置 | 公正価値アプローチ: 関連する金融資産に係るその他の包括利益（OCI）
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経過措置 –リスク軽減オプションと移行時のその他の包括利益累計額

• IFRS第17号への移行時に、対応する資産に関連するその他の包括利益の累計額を企業がゼロとみなすことを認めると、IFRS
第9号への修正を伴うことになり、IFRS第9号の経過措置を一層複雑にし、関連する情報の比較可能性を著しく低下させる可能
性がある。

• スタッフは、その他の包括利益累計額をリセットすることにより、FVTOCIで測定される金融資産から生じる予想損失の会計処理と
間に不整合が生じることに留意した。

• スタッフはまた、その他の包括利益に認識した保険金融収益または費用の累計額を、移行日時点で、関連する資産に係るその他
の包括利益の累計額と同額とみなすことを認めることは、将来の報告期間に認識される保険金融収益または費用に影響を及ぼす
可能性あることに留意した。

• この選択肢は、基礎となる項目が保有される場合における、VFA契約についてのみ適用可能である（IFRS第17号C18項(b)(ii))。

• スタッフは、IFRS第17号を修正しないよう提案した。

• 審議会では、基準を修正しないというスタッフの提案に、すべてのメンバーが暫定的に同意した。

25—経過措置 | 公正価値アプローチ: 関連する金融資産に係るその他の包括利益（OCI）
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経過措置 – 修正遡及アプローチ

• 企業は、完全遡及アプローチの適用が実務上不可能である場合、当該保険契約グループについて、修正遡及アプローチまたは
公正価値アプローチのいずれかを選択適用することができる。

• 企業は、以下の双方の条件を満たす場合にのみ、特定修正を行うことが可能である。
a) 当該修正が関連するIFRS第17号の要求事項を遡及適用するために合理的で裏付け可能な情報を企業が有していない場合
b) 当該修正を適用するために合理的で裏付け可能な情報を企業が有する場合

• 利害関係者は、「合理的で裏付け可能な情報」という用語の解釈は困難であり、使用したいと考えるデータが合理的で裏付け可能
であることを証明することが困難となる可能性があると述べた。

• 「過大なコストや労力を掛けずに利用可能な合理的で裏付け可能な情報」もまた疑問視された。

審議会はIFRS第17号における以下の要求事項を維持すべきであるということに同意するか？

(a)企業は、関連するIFRS第17号の要求事項を遡及適用するために合理的で裏付け可能な情報を有している場合は、修正遡
及アプローチにおける特定修正を使用することができない。

(b)企業は、当該修正を行うために企業が合理的で裏付け可能な情報を有している場合にのみ、修正遡及アプローチにおける
特定修正を使用することができる。

24—経過措置 | 修正遡及アプローチ: 追加修正
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経過措置 – 修正遡及アプローチ

• スタッフは、IFRS第17号への移行時に情報が合理的で裏付け可能であるか否かを決定することは、評価と慎重な検討を要する
可能性があることを認めた。

• スタッフは、合理的で裏付け可能な情報が利用可能である場合においても、それぞれの特定修正を使用することを企業に認める
という基準の修正は、IFRS第17号へ移行する企業に重大な実務上の軽減措置を提供することになり得ることを認めた。しかし、
スタッフは、IFRS第17号における特定の要求事項を遡及適用できる能力を無視することを企業に認めることは正当化されず、有
用な情報を受け入れられない程度に喪失される結果になる可能性があると結論付けた。

• スタッフは、そうするために合理的で裏付け可能な情報を有さずに、特定修正を使用することを企業に認めることもまた適切では
ないことに留意した。

24—経過措置 | 修正遡及アプローチ: 追加修正

完全遡及修正アプローチ
(FRA)

修正遡及アプローチ (MRA)

公正価値アプローチ (FVA)

• 企業が合理的で裏付け可能な情
報を有する場合

• 完全遡及アプローチのための合理的で裏付け可能な情報
が存在しない場合

• 完全遡及修正アプローチに近似するものとして、過大なコ
ストや労力を掛けずに利用可能な、合理的で裏付け可能
な情報を用いて、特定修正が使用される

• 完全遡及アプローチおよび修正遡及アプローチのため
の合理的で裏付け可能な情報が存在しない場合

• 保険契約の同一グループに対して、公正価値アプロー
チと修正遡及アプローチを組み合わせて適用すること
は認められない
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経過措置 – 修正遡及アプローチ

• IFRS第17号C6項における「過大なコストや労力を掛けずに利用可能」という用語について、IASBスタッフは、以下の通り説明し
た。

a) 修正遡及アプローチにおける修正は、過大なコストや労力を掛けずに利用可能な情報を用いて、完全遡及アプローチに最も
近い結果を達成するために開発された。

b) その性質上、修正遡及アプローチのための情報は、完全遡及アプローチのための情報に比べて、より容易に、かつ少ないコス
トで入手できる可能性がある。企業は、完全遡及アプローチのための情報を入手するために要するコストと時間を掛けること
が認められる。

c) 完全遡及アプローチを適用したならば使用したであろう情報の利用は、最大限にしなければならない。
d) この用語は、IFRS第17号C8項においては関連性がない。

• スタッフは、以下の点について、IFRS第17号の要求事項を審議会が維持すべきであるという提案を行った。
a) 企業は、完全遡及アプローチを適用するためならば使用したであろう合理的で裏付け可能な情報を有している場合、修正遡及

アプロ―チにおける特定修正を使用することはできない。
b) 企業は、修正を行うために合理的で裏付け可能な情報を有する場合にのみ、修正遡及アプローチにおける特定修正を行うこ

とができる。

• 審議会では、基準を修正しないというスタッフの提案に、すべてのメンバーが暫定的に同意した。

24—経過措置 | 修正遡及アプローチ: 追加修正
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経過措置 – 修正遡及アプローチ

• 利害関係者は、修正遡及アプローチは厳格すぎて、実務で適用するにはコストが掛り、負荷が大きいとの見解を示した。
IFRS第17号を遡及適用するために必要な見積りの禁止を、特定修正を適用しない企業に限定することは、特に負荷が大
きい。

• 一部の利害関係者は、修正遡及アプローチが、特定修正を十分に提供しないという見解を示した。

• 利害関係者は、修正遡及アプローチの目的と整合的である範囲内でのみ、「様々な」修正の使用を認めるという原則主義
のアプローチの使用が認められるように、審議会がIFRS第17号を修正すべきであると提案した。

• 利害関係者はまた、自らが提起した懸念事項の一部に対応する、以下の論点に係る修正を提案した。

a) 移行日前の決済期間に取得された契約
b) 発生したことが判明しているキャッシュ・フロー
c) 直接連動有配当保険契約

24—経過措置 | 修正遡及アプローチ: 追加修正
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経過措置 – 修正遡及アプローチ

審議会は以下を行うべきであることに同意するか？

a) 修正遡及アプローチの目的と整合すると企業がみなす企業自身の修正を開発することを認めるようなIFRS第17号の
修正は行わない。

b) 保険契約が取得される前に発生した保険金の決済に関連する負債について、IFRS第17号の要求事項を以下の通り修
正する。

i. 修正遡及アプローチに特定修正を追加し、そうした負債を企業が「発生保険金に係る負債」に分類することを要求
する。他の特定修正と整合的に、企業は、この特定修正を、遡及アプローチを適用するための合理的で裏付け可
能な情報を有していない範囲で使用することが認められる。

ii. 公正価値アプローチを適用する企業に、このような負債を発生保険金に係る負債として分類することを認める。

c) 修正遡及アプローチにおける、発生すると見込まれたキャッシュ・フローを遡及的に見積る代わりに、発生したことが判
明しているキャッシュ・フローを使用することに関しての、修正遡及アプローチにおける特定修正を修正しない。

d) 直接連動有配当保険契約のグループに係るCSMを決定するために、直接連動有配当契約以外の保険契約に関する
特定修正の使用を認めるようなIFRS第17号の修正は行わない。

24—経過措置 | 修正遡及アプローチ: 追加修正
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経過措置 – 修正遡及アプローチ

• 修正遡及アプローチにおける特定修正を使用する目的は、完全遡及アプローチに最も近い結果を達成することにある。

• スタッフは、不特定の追加修正の使用を企業に認めることにより、最終結果が完全遡及アプローチに近い結果となるという目的を
達成しないリスクを生み出す可能性があることに留意した。

• IASBスタッフは、修正遡及アプローチの目的と整合的であると企業がみなす企業自身の修正の開発を認めるようなIFRS第17号
の修正を審議会が行うべきではない、と提案した。

• 審議会では、基準を修正しないというスタッフの提案に、すべてのメンバーが暫定的に同意した。

24—経過措置 | 修正遡及アプローチ: 追加修正

企業自身の追加修正の開発を認める
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経過措置 – 修正遡及アプローチ

• IFRS第17号の発生保険金に係る取得された負債はCSM残高を有し、取得企業の帳簿上、残存カバーに係る負債に分類される
可能性がある。

• 移行時においては、修正遡及アプローチおよび公正価値アプローチのいずれにおいても、取得された保険契約から生じる負債に
ついて、残存カバーに係る負債または発生保険金に係る負債のいずれに分類するかを規定していない。

• スタッフは、企業が発生保険金に係る負債を管理する方法では、取得日前後に取得された負債を、別の発行済み保険契約から生
じる発生保険金に係る負債と区別することは、実務的でないことが多い点に留意した。

• スタッフは、発生保険金に係る負債について、審議会が、IFRS第17号の経過措置に係る要求事項を以下の通り修正すべきであ
ると提案した。
a) 修正遡及アプローチに特定修正を加え、そうした負債を企業が、CSM残高を有さない、発生保険金に係る負債に分類するよう

に要求する。
b) 公正価値アプローチを適用する企業に、このような負債を、CSM残高を有さない、発生保険金に係る負債に分類することを認

める。

• 審議会では、スタッフの提案に、すべてのメンバーが暫定的に同意した。

24—経過措置 | 修正遡及アプローチ: 追加修正

ctive approach: further modifications移行日前の決済期間に取得された契約
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経過措置 – 修正遡及アプローチ

• スタッフは、IAS第8号51項を参照し、測定対象となる取引または事象が発生してからは期間経過しているかもしれないので、会計
方針を遡及適用する場合に見積りを行うことは、より困難となる可能性があることに留意した。

• IFRS第17号C6項では、実際のキャッシュ・フローに関するデータが収集されなかった場合、または要求されているレベルとは異な
るレベルで収集された場合、企業は、当該金額を見積もるために合理的で裏付け可能な情報を使用することが要求される。

• スタッフは、発生したことが判明しているキャッシュ・フローに関して、審議会はIFRS第17号C12項を修正せず、結論の根拠に記述
を行うよう提案した。

• 審議会では、基準を修正しないというスタッフの提案に、すべてのメンバーが暫定的に同意した。

24—経過措置 | 修正遡及アプローチ: 追加修正

発生したことが判明しているキャッシュ・フロー
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経過措置 – 修正遡及アプローチ

• スタッフは、一般モデルに対する特定修正が、当初認識時のCSMを最初に見積り、その後移行日までCSMをロール・フォワードし
ていくために設けられているのに対し、変動手数料アプローチ（VFA）に対する特定修正は、企業が移行日におけるCSMを直接算
定できることを意図している点に留意した。

• 一般モデルの契約に適用可能な特定修正をVFA契約に適用することが、VFA契約に係るIFRS第17号の経過措置の適用結果に
より近い結果を提供する可能性は非常に低いであろう。

• このため、スタッフは、直接連動有配当契約の保険グループに係るCSMを算定するために、直接連動有配当契約以外の保険契
約グループに関連する特定修正を適用することを企業に認めるようなIFRS第17号の修正を、審議会が行うべきではないと提案し
た。

• 審議会では、基準を修正しないというスタッフの提案に、すべてのメンバーが暫定的に同意した。

24—経過措置 | 修正遡及アプローチ: 追加修正

直接連動有配当保険契約
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次のステップ

IASB

• IASBは、2019年3月11日から始まる週の会議において、残りの1件の懸念事項（集約レベル）および 泡沫な論点（sweep 
issues）について議論する予定である。

• 次のTRG会議は、2019年4月4日にロンドンのIASB事務所で開催される予定である。

• IASBのテクニカル・プランによれば、IFRS第17号を修正する公開草案は2019年第2四半期末までに公表される予定である。

• デュー・プロセス監視委員会は、公表される公開草案における質問への回答について、（120日よりも短い）短期のコメント期間とす
ることに同意した。
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コンタクトの詳細
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